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別紙 1：支払い対象となる商品等 
 

No. 商品名称 保険金等 

1 医療保障付定期保険 
災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

2 家族保険 
災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

3 一時払変額年金保険 災害死亡給付金 

4 新一時払変額年金保険 Ⅰ型 災害死亡給付金 

5 新一時払変額年金保険 Ⅲ型 災害死亡給付金 

6 新一時払変額年金保険 Ⅴ型 災害死亡給付金 

7 一時払変額年金保険（04）Ａ型 災害死亡給付金 

8 一時払変額年金保険（04）Ｂ型 災害死亡給付金 

9 一時払変額年金保険（07）Ａ型 災害死亡給付金 

10 一時払変額年金保険（08）Ｃ型 災害死亡給付金 

11 長期傷害保険 災害死亡保険金 

12 災害・重度疾病定期保険 災害死亡保険金 

13 低解約返戻金型災害・重度疾病定期保険 災害死亡保険金 

14 無解約返戻金型災害・重度疾病定期保険 災害死亡保険金 

15 介護・障害保障型定期保険（災害保障タイプ） 災害死亡保険金 

16 災害割増特約 
災害死亡保険金 

災害高度障害保険金 

17 長期傷害保険用災害入院特約 災害入院給付金 

18 長期傷害保険特約 災害死亡保険金 
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別紙 2：「約款の別表」の改定内容 
エヌエヌ生命は「災害死亡保険金・災害死亡給付金・災害高度障害保険金・災害入院給付金の支払い対
象となる感染症」および「特別条件（保険金削減法・特定部位不担保法）の不適用となる感染症」を約
款の別表に規定しています。支払い対象となる感染症への「新型コロナウイルス感染症」の追加に伴
い、以下の通り約款の別表を改定します（下線部が改定箇所）。 
 

改定後 改定前 

別表 2 対象となる感染症 

対象となる感染症とは、平成 6 年 10 月 12 日総

務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記

のものとし、分類項目の内容については、厚生

労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害およ

び死因統計分類提要ＩＣＤ―10（2003 年版）準

拠」によるものとします。 

 

分類項目 基本分類コード 

コレラ 

（略） 

重症急性呼吸器症候群［Ｓ

ＡＲＳ］（ただし、病原体がコ

ロナウイルス属ＳＡＲＳコロ

ナウイルスであるものに限

ります。） 

Ａ00 

 

Ｕ04 

 

（注） 

新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイル

ス感染症を指定感染症として定める等の政令

（令和２年政令第 11 号）第 1 条に定める新型

コロナウイルス感染症をいいます。）は、指定

感染症として定められた期間は上記の対象と

なる感染症に含めます。 
 

別表 2 対象となる感染症 

対象となる感染症とは、平成 6 年 10 月 12 日総

務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記

のものとし、分類項目の内容については、厚生

労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害およ

び死因統計分類提要ＩＣＤ―10（2003 年版）準

拠」によるものとします。 

 

分類項目 基本分類コード 

コレラ 

（同左） 

重症急性呼吸器症候群［Ｓ

ＡＲＳ］（ただし、病原体がコ

ロナウイルス属ＳＡＲＳコロ

ナウイルスであるものに限

ります。） 

Ａ00 

 

Ｕ04 

 

 

 

約款の別表の改定の対象となる商品（現在取り扱い中の商品） 

1 災害・重度疾病定期保険 6 長期傷害保険 

2 低解約返戻金型災害・重度疾病定期保険 7 長期傷害保険用災害入院特約 

3 無解約返戻金型災害・重度疾病定期保険 8 長期傷害保険特約 

4 介護・障害保障型定期保険（災害保障タイプ） 9 新特別条件特約 

5 災害割増特約 

 
 
 


